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別紙１ 

 

八王子市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

八王子市議会会議規則（昭和４３年八王子市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（請願書の記載事項等） （請願書の記載事項等） 

第１３７条 請願書には、邦文を用いて、請願

の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載

し、請願者が署名又は記名押印をしなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、

請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所

在地を記載し、代表者が署名又は記名押印を

しなければならない。 

３ 前２項の請願を紹介する議員は、請願書の

表紙に署名又は記名押印をしなければならな

い。 

４ 請願書の提出は、平穏になされなければな

らない。 

第１３７条 請願書には、邦文を用いて、請願

の趣旨、提出年月日、請願者の住所（法人そ

の他の団体（以下この項において「法人等」

という。）にあつてはその所在地）を記載

し、請願者が記名押印（法人等にあつてはそ

の名称及び代表者名の記載及び押印）をしな

ければならない。ただし、複数の者により請

願を行う場合、請願者のうち提出者以外の者

は、署名をもつて記名押印に代えることがで

きる。 

 

 

 

 

２ 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署

名又は記名押印をしなければならない。 

 

３ 請願書の提出は、平穏になされなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

 

提案理由 

 政府のデジタル化政策の一環として推進する行政手続等の押印見直し方針、これに併せた地方議会に

おける標準市議会会議規則の改正及び本市の押印等の見直し方針を踏まえ、本市議会においても、身体

的理由により署名が困難な請願者を考慮したうえで、手続きの簡素化、市民の利便性向上を図り、開か

れた議会活動を促進する必要があることから、「請願書の記載事項等」を規定する条項に「記名押印」

を残置するほか「署名」を加えるとともに、所要の規定整備を行う「八王子市議会会議規則」の一部の

改正を提案する。 


